
 

 

 

 

 

1 地域と学校の連携について              

（１）子供たちを取り巻く課題   

昨今，少子高齢化や地域のつながりの減少による地域の教育力の低下や，

児童虐待や貧困といった福祉的な課題の増加などを背景に，学校が抱える課

題が複雑化・多様化する中，学校だけではなく，社会全体で子供の育ちを支

えていくことが求められています。 

一方で，グローバル化，人工知能の進化などにより，変化が激しく予測困

難な未来が来ることが予想されています。現在ある仕事の多くが十年後，二

十年後には消滅し，子供たちの半数近くが現在存在していない職業に就くこ

とになり，学校で教えていることが将来の社会で通用しないのではないかと

いった指摘がされています。 

これらの課題に対応するために，学校教育，社会教育では学習指導要領の

改訂を含め，地域と学校の連携について下のような取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら，学習指導要領の改訂，学校運営協議会制度，地域学校協働活動

の推進，地域学校協働活動推進員について詳しく見ていきましょう。 

2



 

 

 

 

 

（２）子供たちを取り巻く課題への対応  
   ①学習指導要領の改訂について 

     キーワードは「社会に開かれた教育課程」です。 

     学習指導要領前文には 

      ○「より良い学校教育を通じてより良い社会を創る」という理

念を学校と社会が共有すること 

      ○社会との連携及び協働によりその実現を図っていくこと    

が示されており，学校と地域社会が一体となることが求められてい

ます。そのためには，学校と地域社会が熟議を重ねる必要がありま

す。その機能を持つのが学校運営協議会制度（コミュニティ・スク

ール）です。 

②学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）とは 

       学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが

可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な

仕組みです。学校運営に地域の声を積極的に生かし，地域と一体と

なって特色ある学校づくりを進めていくことができます。 

       法律（地教行法第 47 条の 6）に基づいて教育委員会が学校に

設置します。主な役割は次の 3 つです。   

        ○校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

       ○学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べること

ができる。 

        ○教職員の任用に関して，教育委員会規則に定める事項につ   

         いて，教育委員会に意見を述べることができる。 
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③地域学校協働活動とは 

      地域と学校が連携して，地域の高齢者，成人，学生，保護者， 

ＰＴＡ，ＮＰＯ，民間企業，団体・機関等，幅広い地域住民の参画 

により，地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え，地域を創生 

する活動です。 

この活動は，地域住民や団体等による緩やかなネットワーク（地 

域学校協働本部）によって推進され，コーディネーターがその中心 

的な役割を果たします。 

       ※詳しくは下記冊子を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域学校協働活動推進員とは 

地域学校協働活動を推進するためのコーディネーターです。 

      コーディネーターを支える統括的なコーディネーターもいます。 

       社会教育法が改正され，教育委員会が地域学校協働活動推進員

を委嘱できるとされました。宮城県では，委嘱されたコーディネー

ターを地域学校協働活動推進員と呼びます。（統括コーディネー 

  ターは統括的な地域学校協働活動推進員のことです。） 

「はじめよう！『地域学校協働活動』」 

～「みやぎの協働教育」が目指す新たな地域と学校の連携・協働に

向けて～ 
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宮城県では「地域連携担当」と呼びます。
県内全ての小中学校に校務分掌があり，
地域連携担当がいます。
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